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No. 質　　問 回　　答

1
委託契約日よりも前に事業を開始した場合、
その費用は支払われないのか。

本事業の委託契約日以降に実施した本委託事業に係る経費や費用が支払いの対象とな
ります。

2

事業の趣旨に「継続的に親しむことができる
環境づくりと伝統産業の活性化等を図ること
を目的とする」とあるが、それを主眼とした
ものでないとだめか。

企画提案の内容を実施することで、副次的な波及や効果として、本事業に掲げる趣旨
を満たしうる事業であれば差し支えありません。

3

「生活文化等」、「伝統的な生活文化等」と
あり、これまで採択されたものには伝統的な
ものもあれば国民娯楽のものもある。特にど
ちらかのテーマを取り上げる方がよいなどは
あるか。

特にどちらかのテーマを採用した方がよいといったことはありません。

4

食文化は本事業の中心テーマから除くとのこ
とだが、例えば茶道をテーマにし、和菓子が
付随する場合などは食文化とみなされるの
か。

企画の中心が和菓子の場合、食文化とみなされる可能性が高いですが、茶道を中心の
テーマに据え、その事業において和菓子を副次的な要素で扱うような場合であれば、
本事業の対象となります。

5
茶道をテーマにした場合、和菓子は経費とし
てみなされるか。

NO.4の回答に関連し、事業において和菓子を副次的な要素で扱う場合であれば、本事
業の経費の対象となります。

6
「既存のイベントやコンテンツ」とは、文化
庁が行っているものを指すのか。それとも企
画提案者が行っているものを指すのか。

実施主体に関係なく、既存のイベント、コンテンツを指します。

7
過去に採択された企画について教えてもらう
ことは可能か。

下記URLから確認することができます。
（参考）文部科学省：契約情報の公表
https://sisetuweb1.mext.go.jp/procure/chotatsu_tekiseika.html
（物品製造等→契約情報の種類の「企画競争及び公募」、部局の「文化庁」及び契約
日「※任意」を選択し、調達件名「生活文化」と入力して検索してください。）
※企画の詳細につきましては、契約の相手方に直接お問い合わせください。

8 委託費の概算払いは可能か？
採択した委託事業を実施する上で、概算払いが必要であるかどうかの判断を行います
ので、希望する場合は、委託契約を行う段階でご相談ください。

9
今日まで独自に企画を行い事業を展開してき
たが、当該事業においては、既存の範疇を超
えたものでなければならないか。

既存事業を対象とするのではなく、既存事業から、より創造的な発展もしくは、周囲
や未来への波及効果が期待できる企画をご提案ください。

10
翌年度以降の自走化とあるが、規模や経費に
ついて、どの程度維持したものでなければな
らないか。

翌年度以降の規模や経費については、当庁から指示はありません。企画提案書にて、
継続的な実施が見込める提案をしてください。

11
企画案について、提出期限前に文化庁に相談
することは可能か。

公募期間中において、当庁から企画提案等に対するアドバイスは致しかねます。

12
当該事業の対象者は日本人に限定したもので
なければならないか。外国人を対象にしたも
のでもよいか。

特に対象者は限定しておりません。対象者を限定する場合は、その理由等を明記して
ください。

13

法人格を持つ団体を中核とする実行委員会形

式の場合、提出書類⑥「任意団体に関する事

項」の提出は必要か。

提出が必要となりますので、「企画提案書（様式1・2・3(Ⅰ)・4）」
（https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/word/94189801_02.docx）のうち、
様式４に従い企画提案書とあわせてご提出ください。
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14
提案書サイズはA4とのことだが、縦位置、横位置
の指定はあるか。

提案書の向きについては、縦位置、横位置どちらでも構いません。

15
事業実施の時期や場所について指定はある
か。

当庁からは特に指定はありません。

16
今回二次募集とのことだが、一次募集での採択
はあったか。

審査結果につきましては現時点では公表をしておりませんので、お答えできません。

17
本日以降の質問は可能か。可能の場合、期限は
あるか。

本日以降も質問は可能です。提出期限（7/31　17:00）まで受付ておりますので、
メールにてお問い合わせください。なお、公平性の観点から質問があった内容及びその回答
については、文化庁の「令和7年度生活文化創造・戦略展開事業　企画・運営業務（企画競
争）二次募集」（URL：https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/94187401.html）のページ
に掲載させていただきます。

18
「事業の趣旨」に、「異なる芸術分野との連携」と
あるが、対象となる芸術分野の制限等はあるか。

「異なる芸術分野との連携」を図っていただく際、対象とする芸術分野に対して、こちらから制
限をかけることはございません。ただし、本事業は「伝統的な生活文化等」の再活性化を図る
ことを目的としているので、中心的なテーマとして設定した伝統的な生活文化等の再活性化
に繋がり得るものとして相応しい芸術分野であるかどうかについては、十分に検証を行ってく
ださい。

19
参加資格について、地方公共団体が中心となっ
ている実行委員会でも問題はないか。

公募要領の「4.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項」の（1）～（3）すべての要
件を満たしていれば問題ありません。
（参考）公募要領
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/pdf/94234101_01.pdf

20
地方で本事業を実施する場合、誘客や集客につ
て重視されるか。

それだけで審査が判断されるわけではなく、企画全体の中での評価となりますので、
それを踏まえて企画・立案してください。

21
当該事業は、少なくとも実施翌年度から5年間は
継続的に取り組む必要があるということか。

仕様書に記載されている“5年間”とは、当庁が取組状況を求める可能性がある期間の
ことで、継続的に取り組む期間を指すものではありません。期間を限定せず継続的な
実施をお願いします。

22
当該事業実施翌年度以降に取組状況を求められ
た場合、少なくとも5年間は、毎年度取組状況を報
告しなければならないのか。

期間についての定めは特にありません。依頼時の指示に従ってください。

23
当該事業実施翌年度以降については、年度ごと
に1回以上実施することが望ましいか。

当庁からは特に指示はありません。例えば隔年実施ということであっても、それが継続的とい
える状況であれば構いません。


